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１ はじめに 

 水生生物を採捕する方法としてまず思い

つくのは釣りであろう。本稿はスポーツ法

研究会としての論文であるところ、釣りが

スポーツと言えるかは意見が分かれるとこ

ろかもしれないが、１９００年のパリ五輪

において競技種目とされたことがあったよ

うであり、古くから釣りのスポーツ性が認

識されていたようである。近年でも採捕を

目的とするもののみならず、リリースを前

提にしたゲームフィッシングも盛んで、大

会も開催されるなど、狩猟というよりもス

ポーツ性が強いものも多くみられ、釣りを

スポーツとして捉えることへの抵抗は少な

くなっていると思われる。

また、日本では馴染みが薄いが、水中銃

や手銛を使用して水生生物を採捕するスピ

アフィッシングもスポーツとして扱ってい

る国は多く、国際大会も開催されている。

ただ、日本では採捕の方法によって違法に

もなりかねないため、注意が必要である。

水生生物採捕のスポーツにおいては、進

入禁止場所での採捕や、採捕禁止生物の採

捕等が法律問題になることが多いため、以

下解説する。また、スポーツフィッシング

として最も盛んとも言える、ブラックバス

釣りにおいては、特定外来生物による生態

系等に係る被害の防止に関する法律（以下

「外来生物法」という）などとの関係で特

有の問題があるため、併せて検討する。

２ 釣り禁止区域での釣り行為

（１） 漁港の所有者・管理者

 漁港等の一般的な港湾施設は、国ま

たは都道府県等の公共団体が所有して

おり、国有財産法及び地方自治法上の

公共用財産に分類される。そのため、

当該施設の用途または目的を妨げない

限度において、その使用または収益を

許可することができる、とされている

（国有財産法１８条第２項、６項、地

方自治法２３７条の４第２項、７１項）。

では、「用途または目的を妨げない限

度」というのはどのようなものかとい

うと、「行政財産を貸付け又は使用許可

する場合の取扱いの基準について」（昭

和３３年１月７日蔵管第１号）という

通達により、当該施設の管理上支障が

生じるおそれがあるときや、社会通念

上不適当であって、当該施設の公共性、

公益性に反する場合などに該当しなけ

れば良いとされている。そのため、原

則として漁港を釣り目的で利用するこ

とは許されていると考えられる。

 しかし、漁港は漁業のために造られ

た施設であり、本来の目的は漁業者に

よる漁業の用に供することにあるため、

漁業の妨げになるような方法で漁業者

以外の者が利用することは、当該施設

の管理上支障が生じるおそれがある、

として許されないと思われる。具体的

にどのような方法での利用が問題にな

るのかについては明確な基準は無いが、

操業中の漁業者を妨害するような場所

や方法で釣りをすることが問題になる

のはもちろんのこと、ゴミの投棄や漁

具の破損、深夜の騒音などがあれば、

施設の管理に支障が出るとされたり、



当該施設の公共性、公益性に反すると

される可能性が高いため、注意すべき

であろう。

 このような漁港の利用方法について

問題が起きた場合、漁港の利用目的を

制限するなどの権限を有するのは、漁

港管理者たる地方公共団体である（漁

港漁場整備法 条）。漁港の規模等に

よって都道府県または市区町村が各漁

港の漁港管理者となっており、漁港管

理者は、漁港管理規程を定め、漁港の

維持保全等を適正にする義務を負うと

されている（漁港漁場整備法 条）。

さらに、漁港管理者たる地方公共団体

は、漁港施設の利用や維持管理に関す

る業務を行うものとして、期間を定め

て指定管理者（地方自治法２４４条の

２第３項以下、各地方公共団体条例等

により規定）を選定することができ、

漁港の場合は地元の漁業協同組合など

がそれに選定されているケースが多い。

指定管理者として選任された者は、条

例で定められた業務の範囲で、本来の

管理者である地方公共団体と同様に当

該漁港の管理権限を有することとなる。

（（２） 釣り禁止区域での釣り行為

 前述のとおり、漁港の管理者は本来

地方公共団体であるが、管理権限が指

定管理者に委譲されている場合もある

ため、釣り禁止の決定をした主体が管

理者たる地方公共団体等なのか、また

は指定管理者である地元の漁協等なの

か、または何らの権限も無い漁協等が

したものかによって扱いが異なる。

 漁港管理者である地方公共団体が当

該漁港での釣りを禁止すると決定した

のであれば、漁港管理条例等 に基づき、

漁港の維持管理上必要な条件としてさ

れた決定となり、法的に有効になる可

能性が高い。また、指定管理者として

選定されている地元漁協等による決定

であっても、漁港管理者による決定と

同視することができ、法的に有効とな

る可能性は高い。

 では、指定管理者に選定されたわけ

ではない地元の漁協等が釣り禁止を掲

示している場合はどうか。前述のよう

な漁港の管理権限という面からすると、

当該漁協には漁港の管理方法を決定す

る権限は無いため、法的な根拠がない

決定である可能性がある。しかし、指

定管理者の選定がされていない漁港で

も、漁港管理会というものが設置され

ていることがあり（漁港漁場管理法２

７条）、この漁港管理会は、漁港の維持

管理に関する重要事項について、漁港

管理者に意見を述べることができ、漁

港管理者はその意見を尊重しなければ

ならない、とされている。そして、こ

の漁港管理会の委員は、地元漁港の漁

協の役員等によって構成されているこ

とが多いため、結果的に地元漁協の意

向が強く反映される構造になっている。

また、漁港管理会が設置されていない

漁港であっても、漁港管理者たる地方

公共団体が漁港等の管理方法について

判断する際には、利害関係者である地

元漁協の意向などを聴取し、考慮する

ことになるため、地元漁協等の意向に

沿った判断がなされることが予想され

る。

 そのため、例え指定管理者では無い

漁協による釣り禁止の規制であったと

しても、地元漁協は漁港管理会として、

または地元の利害関係者として漁港管

理者に対して強い影響力を持っている

ため、法的権限の無い釣り禁止の規制

だからといって無視をしていれば、地

元漁協から本来の管理者である地方公



共団体等に意見が出され、その結果漁

港管理者による規制がなされ、法的に

も釣りが禁止されてしまう、という結

果につながる可能性も十分にありえる。

 前項で述べたとおり、漁港での釣り

は原則許容されていると言えるものの、

国有財産法にいう当該施設の「用途又

は目的」を漁港についてみれば、やは

り地元漁師による漁業への利用が本来

の「用途又は目的」であり、釣りのた

めの漁港利用は副次的なものと言わざ

るを得ない。そのため、漁港を釣りで

使用する以上、地元漁民との共存や、

ローカルルールの遵守は重要であり、

釣り禁止の規制がある漁港については、

当該規制に法的根拠があるか否かに関

わらず釣りは控えることが望ましいと

いえる。

３３ 採捕禁止違反

（１） 漁業法による規制

 水生生物は、民法上の無主物であり、

本来は自ら採捕した水生生物を自分の

所有物として自由に処分することがで

きる。しかし、水生生物の一部は、漁

業権により保護されているため、採捕

により罰則が課されることがあるため、

注意が必要である。

 漁業権とは、「一定の水面において特

定の漁業を一定の期間排他的に営む権

利」で、都道府県知事の免許を受けて

取得する権利である。漁業権には、①

定置漁業権②区画漁業権③共同漁業権

の三種類があり（漁業法 条）、各権

利の詳細な説明は省略するが、水生生

物採捕との関係で問題になるのは、③

の共同漁業権のうち、第一種共同漁業

権である（漁業法６０条５項１号）。こ

の第一種共同漁業権とは、地元の漁業

組合などが、特定の海藻類、貝類など

を目的として漁業を営む権利で、漁場

毎に一定の水生生物が指定されている。

指定されている水生生物は漁場毎に異

なるが、市場価値があり、かつ地域へ

の定着性の高い水生生物が指定される

ことが多く、貝類や海藻類を中心に、

イセエビやタコ、ナマコなども指定さ

れている。

 サザエやアワビなどの高額な貝類の

採捕が禁止されていることを認識して

いる方は多いと思うが、タコなども同

様に規制されているということは意外

と知られていないところであり、注意

を要する。神奈川県では沿岸からのタ

コやイセエビの採取はほとんどの場所

で禁止されているが、一部の漁港など

で可能な場所もある。もし採捕可能な

生物かどうかを調べたい場合には、神

奈川県の から漁業権の設定されて

いる場所を見ることができるため、参

照されたい 。また、多くの都道府県で

も 上で漁業権の対象となっている

生物やその区域について公開がされて

いるため、事前に自分が採捕をしよう

とする県の を確認し、採捕が可能

な生物であるかを確認した上で、採捕

をすることが安全である。

 漁業権によって保護されている水生

生物を採捕した場合、採捕の方法を問

わずに漁業権侵害となり、 万円以

下の罰金が科される可能性がある（漁

業法 条、親告罪）。そのため、採

捕の禁止された場所でタコやイセエビ

等を狙って釣った場合、手づかみで採

った場合などはもちろん、別の魚を釣

ろうとしてタコやイセエビがかかって

しまった場合でも、リリースをしなけ

れば漁業権侵害となり、 万円以下



の罰金の刑罰を受ける可能性がある。

なお、令和２年１２月１日の改正によ

り、アワビ及びナマコが特定水産動植

物とされ、特に重い罰則が制定されて

いるため、注意を要する（３年以下の

懲役又は 万円以下の罰金）。

 漁業権が設定されている漁場付近の

釣具店などでタコ釣りや貝採りの道具

が販売されていることも多いため勘違

いされやすいが、採捕禁止場所である

以上は、知らなかったとしても漁業権

侵害になり、罰則を科される可能性も

ある。場所によって漁業権が設定され

ている魚種を対象に釣りや徒手採捕を

するのであれば、事前にその場所が漁

業権の設定されていない場所であるか

どうかをきちんと確認することをおす

すめしたい。

（（２） 漁業規則による規制

 前節で漁業権によって保護される水

生生物の採捕について触れたが、第一

種共同漁業権の対象となっているのは

地域への定着性の高い、貝類、海藻類

及びタコやイセエビなどの水生生物が

ほとんどで、タイやヒラメなどの魚は、

第一種共同漁業権の対象にはなってい

ない。しかし、各都道府県が定める漁

業規則によって、魚のサイズによる規

制や、採捕の方法による規制があり、

それに違反しても処罰の対象となる可

能性がある。ここで問題となるのが前

述したスピアフィッシングである。

 スピアフィッシングは、水中銃や手

銛を使用して魚を採捕するスポーツで

あるが、現在全ての都道府県の漁業規

則において、漁業者以外による水中銃

の利用は禁止されているため、日本国

内では使用することができない。手銛

を使って魚類を採捕することは、テレ

ビや などの影響でかなり浸

透してきており、夏に磯場でバーベキ

ューをするついでに、釣具店で購入し

た竹ヤスを使ってちょっとやってみる、

という方も散見される。しかし、以下

に述べるとおり十分な理解を持って行

わないと思わぬ罰則を受ける可能性が

ある。

 手銛を使用した魚の採捕は、全面禁

止の水中銃と異なり、都道府県毎に許

可されている県と禁止されている県と

に分かれている上、その規制の内容も

非常に分かりにくくなっている。例え

ば、神奈川県や静岡県では、手銛（や

す）による魚の採捕自体は禁止されて

いないが、水中眼鏡と併用することが

禁止されており、さらに神奈川県では

夜間の手銛の使用も禁止されている。

また、使用可能な手銛の解釈について

も、発射装置を有するものは禁止とし

ながら、手でゴムを引いて発射するも

のは発射装置にあたらないとする県も

あれば、手でゴムを引くものも発射装

置にあたり禁止とする県もある。この

ような細かく難解な規制であるにも関

わらず、規制の内容をわかりやすくホ

ームページ上にまとめている県はほと

んど無く、あってもそれを見つけるの

にかなり手間がかかることが多い。そ

のため、日本国内でスピアフィッシン

グをする場合には、その都道府県の手

銛の規制状況をよく調べ、場合によっ

ては県の水産課などに規制の内容を確

認した上で行うことが安全である。

また、このように県によって規制が

異なることで、手銛（やす）の使用可

能県と使用禁止県との県境付近でのス

ピアフィッシングをどのように考える

か、という問題もある。例えば伊豆大

島（東京都、手銛の使用可能）と東伊

豆町（静岡県、手銛と水中メガネとの

併用禁止）との中間地点付近で水中メ

ガネを併用してスピアフィッシングを

した場合に漁業規則違反となるのか否

か、海には明確な県境が無いこともあ



り、問題が生じうる。

手銛の使用禁止県において手銛を使

用してスピアフィッシングをすると、

各県の漁業調整規則違反となる。その

罰則は、発射用ゴムなどの無い手銛を

使用したのであれば、軽微な科料（１

０００円以上１万円未満の金銭納付）

に過ぎないが、水中銃を使用したり、

ゴム引きの手銛を発射装置としている

県でゴム引き手銛を使用したとなると、

発射装置付の漁具使用として、６月以

下の懲役若しくは１０万円以下の罰金

またはこれを併科する、という重い刑

を科される可能性もある（各都道府県

漁業規則参照）。

なお、前に述べたとおり、手銛の規

制内容は非常に複雑であり、一般に知

られているものではないため、手銛の

使用が許可されている都道府県でスピ

アフィッシングをしていたとしても、

地元の漁業者などから手銛の使用は禁

止だなどとして注意をされることも多

い。手銛の使用が許可されている地域

であれば、そのような注意に法的な根

拠がある訳ではないが、前述の漁港の

釣り利用と同様、地元の漁業者などと

トラブルになることで法的に有効な規

制がなされる可能性があり得るため、

合法だからといって何をして良いとい

うことではなく、地元の漁業者などと

の良好な関係を築くことは重要である。

４４ 磯遊びでの生物採捕

スポーツという側面からは少し離れる

が、誰しも経験のある、身近なところに

も水生生物採捕の問題が潜んでいるとい

うことを指摘しておきたい。

海で潮が引いたタイミングで磯遊びを

していると、様々な生物を発見すること

ができる。そこで小さい魚やヤドカリな

どの生物を捕まえ、自宅に持って帰って

しばらく飼育してみた、などという話を

聞くと、良い夏休みの思い出のように聞

こえる。

徒手採捕、いわゆる素手で水生生物を

採取することはほとんどの都道府県で認

められる採捕方法であるが、前述の通り、

タコや貝類には漁業権が設定されている

ことが多いため、採捕の方法に関わらず、

採取すれば漁業権侵害となり、処罰の危

険がある。また、磯場で見つけた小さい

魚や貝を持ち帰ることも、その魚や貝が

前述のサイズの規制がかけられている生

物であれば、漁業調整規則違反となり、

処罰の可能性がある。もちろん、実際、

子どもの磯遊びで魚を捕まえた程度で処

罰されるということはほとんどないと思

われるが、注意を要する。

また、代金を支払って行う潮干狩りや、

漁業権の設定されていない区域で行う潮

干狩りなどにおいても、何を使っても良

いという訳ではなく、使用漁具の制限が

ある場合が多い。カゴのついた鋤（じょ

れん）やアミのついた熊手（忍者熊手）

の使用が禁止されている都道府県もある。

これらの漁具もタコ釣り等と同様、利用

が禁止される都道府県で販売されている

こともあるため、十分に注意をすること

が必要である。

５ ブラックバス等のキャッチアンド

リリース（再放流）禁止

 ここまでは海水面での生物採捕に関す

る法律問題について触れてきたが、前述

したスポーツフィッシングとして最も盛

んに大会などが開催されているのは、内

水面でのブラックバス釣りであるといえ

よう。ゲームフィッシュとして人気は高

く、釣具店にはブラックバス用のルアー

が多く並び、プロリーグも存在し、プロ・

アマ問わず頻繁に大会も開催されている。

アメリカでは、複数のプロリーグがあり、

近年でも日本からも選手が挑戦するなど

し、非常に盛り上がっている。



 日本で初めてブラックバスが入ってき

たのは、大正 年のことで、我らが神

奈川県の芦ノ湖に放流されたのが最初と

されている。その後、相模湖や津久井湖

で発見されるなどしながら、徐々に全国

に広まっていったようである。日本に生

息するブラックバスの多くは、主に湖沼

などに生息するラージマウスバス（オオ

クチバス）と、河川や寒冷地の湖沼など

に生息するスモールマウスバス（コクチ

バス）に分類が出来る。日本では 年

代にバス釣りのブームが起こり、芸能人

がテレビでブラックバス釣りの面白さを

語り、番組の企画で大会をするなどして

いた。その後ブームは収束したものの、

未だに根強い人気がある。

 このブラックバス釣りのブームが収束

する原因の一つのなったのが、外来生物

法及び同施行令により、ブラックバスが

特定外来生物に指定されたことにある。

同法は、特定外来生物の輸入、譲渡を規

制するのみならず、飼育や（生きたまま

の）運搬なども規制の対象としている。

しかし、同法では特定外来生物を釣るこ

と自体は禁止されておらず、また釣った

生物をその場で放流すること（キャッ

チ・アンド・リリース）も禁止されては

いない。しかし、各県の条例や内水面漁

場管理委員会の指示によって、ブラック

バスのリリースが禁止されていることが

あり、神奈川県でも、内水面漁場管理委

員会の指示によって、芦ノ湖以外の共同

漁業権の設定された漁場でのオオクチバ

スのキャッチ・アンド・リリースは禁止

とされている 。具体的には、津久井湖や

相模湖は共同漁業権の設定が無いため、

禁止ではないが、相模川には共同漁業権

が設定されているため、キャッチ・アン

ド・リリースは禁止となる。近県では、

埼玉や山梨も内水面漁場管理委員会の指

示により、キャッチ・アンド・リリース

の規制があるが、千葉県は規制が無い。

 この内水面漁場管理委員会の指示に違

反した場合には、直ちに罰則規定がある

わけではなく、指示に従わない者がある

ときは、内水面漁場管理委員会から都道

府県知事に対して、指示に従うように命

令するよう申請することができ（漁業法

条 項、 項、 項、 条 項）、

申請を受けた都道府県知事から命令が出

され、その命令にも従わない場合には、

年以下の懲役若しくは 万円以下の

罰金又は拘留若しくは科料に処するとさ

れる（漁業法 条）。

 生物の多様性に関する条約を１９９３

年に締結し、それを受けて外来生物法が

２００５年に、生物多様性基本法が２０

０８年に施行される中、外来生物に対す

る風当たりは年々強くなる一方である。

芸能人がバスフィッシングを楽しんでい

たテレビでは、池の水を抜くなどしてブ

ラックバスなどの外来種を駆除する番組

が人気を博すようになり、外来種を駆除

することが正義のように扱われるように

なっている。ブラックバスも、もともと

は食料にするために持ち込まれたもので

あったにも関わらず、人間の勝手な都合

で今度は駆除対象魚とされてしまうこと

には違和感を感じる。少なくとも、外来

生物であるからといって、安易に命を奪

ってよいものであるという認識が広まら

ないことを期待したい。

６６ 最後に

 以上のとおり、水生生物の採捕を伴う

釣りやスピアフィッシングにおいては、

あまり知られていない多くの規制や制度

が存在する。昨今、コロナ禍を契機にア

ウトドアでの遊びがブームになっており、

多くの方が新たに釣りやスピアフィッシ

ングを始めているようであるが、前述し

たような規制があることを念頭に置き、



くれぐれも逮捕などされないように注意

されたい。

以上


